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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　駆動部を押し引きする方向の第１駆動力で駆動する第１制御と、前記駆動部を前記第
１駆動力よりも強い押し引きする方向の第２駆動力で駆動する第２制御とが可能な制御部
と、
　所定方向に移動できる移動部と、
　前記駆動部から前記第１駆動力及び前記第２駆動力の少なくとも一方が供給され、前記
移動部が移動するための力を前記移動部に供給する弾性部材と、
　リフト弁を有するバルブ装置に前記移動部が取付けられた後に行われる設定動作に関す
る情報として、前記第２制御により前記駆動部を移動させる量である移動量を記憶する記
憶部と、
　前記設定動作を開始させるための開始スイッチとを有し、
　前記制御部は、前記開始スイッチが操作されたとき、前記第１制御による前記駆動部の
駆動を開始させ、前記第１制御による前記駆動部の駆動開始後に前記駆動部が停止したと
き前記第１制御を終了し、
前記第１制御により前記駆動部が停止した位置から前記第１制御により前記駆動部を駆動
した方向に前記移動量だけ移動した位置を前記記憶部に記憶させるアクチュエータ。
【請求項２】
　請求項１に記載されたアクチュエータであって、
　前記第１制御により前記駆動部を駆動した後において、前記リフト弁が移動できなくな
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ったとき、前記駆動部は前記弾性部材を収縮させずに停止するアクチュエータ。
【請求項３】
　請求項２に記載されたアクチュエータであって、
　前記第１制御により前記駆動部が停止した位置から前記第１制御により前記駆動部を駆
動した方向に、前記第２制御により前記駆動部を駆動したとき、前記駆動部は前記弾性部
材を収縮させながら前記第１制御により前記駆動部を駆動した方向に移動するアクチュエ
ータ。
【請求項４】
　請求項１から請求項３の何れか１項に記載されたアクチュエータであって、
　前記移動部には、前記駆動部と前記移動部との間の相対移動量を表示可能な目盛が備え
られているアクチュエータ。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れか１項に記載されたアクチュエータであって、
　前記設定動作を開始させるための実行信号が外部機器から入力される信号入力端子を有
し、
　前記制御部は、前記信号入力端子から前記実行信号が供給されたとき、前記第１制御に
よる前記駆動部の駆動を開始させ、前記第１制御による前記駆動部の駆動開始後に前記駆
動部が停止したとき前記第１制御を終了し、
前記第１制御により前記駆動部が停止した位置から前記第１制御により前記駆動部を駆動
した方向に前記移動量だけ移動した位置を前記記憶部に記憶させるアクチュエータ。
【請求項６】
　請求項１から請求項５の何れか１項に記載されたアクチュエータを用いた流体制御機器
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクチュエータ、及び、流体制御機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、スプリング８，８′とワッシャ９，９′によって軸方向に相互移動が
可能であるよう釣合位置に支持された弁体３を有するステッピングモータバルブが記載さ
れている。特許文献１には、常時は弁体３がロータ６と共に回転すること、及び、弁体・
弁座間摩擦が増大したとき弁体３の回転が停止したままでロータ６が更に回転できること
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０１－０９８７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　解決しようとする課題は、好適な制御を実現できるアクチュエータ、及び、流体制御機
器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の観点に係るアクチュエータは、駆動部を押し引きする方向の第１駆動力
で駆動する第１制御と、前記駆動部を前記第１駆動力よりも強い押し引きする方向の第２
駆動力で駆動する第２制御とが可能な制御部と、所定方向に移動できる移動部と、前記駆
動部から前記第１駆動力及び前記第２駆動力の少なくとも一方が供給され、前記移動部が
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移動するための力を前記移動部に供給する弾性部材と、リフト弁を有するバルブ装置に前
記移動部が取付けられた後に行われる設定動作に関する情報として、前記第２制御により
前記駆動部を移動させる量である移動量を記憶する記憶部と、前記設定動作を開始させる
ための開始スイッチとを有し、前記制御部は、前記開始スイッチが操作されたとき、前記
第１制御による前記駆動部の駆動を開始させ、前記第１制御による前記駆動部の駆動開始
後に前記駆動部が停止したとき前記第１制御を終了し、前記第１制御により前記駆動部が
停止した位置から前記第１制御により前記駆動部を駆動した方向に前記移動量だけ移動し
た位置を前記記憶部に記憶させる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、好適な制御を実現できるアクチュエータ、及び、流体制御機器を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は第１実施形態の流体制御機器を説明するための図である。
【図２】図２は第１実施形態のアクチュエータを説明するための図である。
【図３】図３は第１実施形態のアクチュエータの回路を説明するための図である。
【図４】図４は、第１実施形態のアクチュエータの動作を説明するための図である。
【図５】図５は、第１実施形態のアクチュエータの動作を説明するための別の図である。
【図６】図６は、第１実施形態のアクチュエータの動作を説明するための更に別の図であ
る。
【図７】図７は、第１実施形態の流体制御機器の動作を説明するための図である。
【図８】図８は、第２実施形態の流体制御機器を説明するための図である。
【図９】図９は、第２実施形態のアクチュエータの動作を説明するための図である。
【図１０】図１０は、第２実施形態のアクチュエータの動作を説明するための別の図であ
る。
【図１１】図１１は、第３実施形態の流体制御機器を説明するための図である。
【図１２】図１２は、第３実施形態のアクチュエータのスイッチを説明するための図であ
る。
【図１３】図１３は、第３実施形態の流体制御機器の動作を説明するための図である。
【図１４】図１４は、第３実施形態の流体制御機器の動作を説明するための別の図である
。
【図１５】図１５は、第３実施形態の流体制御機器の動作を説明するための更に別の図で
ある。
【図１６】図１６は、第３実施形態の流体制御機器の動作を説明するための更に別の図で
ある。
【図１７】図１７は、第４実施形態の流体制御機器の記憶部に記憶された情報を説明する
ための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
（第１実施形態）
【０００９】
　図１は第１実施形態の流体制御機器を説明するための図、図２は第１実施形態のアクチ
ュエータを説明するための図、図３は第１実施形態のアクチュエータの回路を説明するた
めの図である。
【００１０】
　図１において、流体制御機器１は、例えば、水や油などの液体、粉体等の流体の流量を
制御する機器である。流体制御機器１は、アクチュエータ２と、バルブ装置３とを有する
。
【００１１】
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アクチュエータ２は、例えば、電動アクチュエータである。アクチュエータ２は、ケース
７０と、弾性部４０と、駆動部５０と、移動部（駆動軸）６０とを有する。
【００１２】
　バルブ装置３は、アクチュエータ２に接続される接続部７５と、接続部７５に接続され
た弁体７６と、目盛７６１と、目印７６２と、流体７８が流れる管部７７とを有する。管
部７７の＋Ｘ方向側には接触部７７１が備えられている。
【００１３】
　流体制御機器１は、アクチュエータ２を駆動することにより、アクチュエータ２の端部
６１１が＋Ｘ方向又は－Ｘ方向に移動する。アクチュエータ２の端部６１１が＋Ｘ方向又
は－Ｘ方向に移動すると、バルブ装置３の接続部７５及び弁体７６も＋Ｘ方向又は－Ｘ方
向に移動する。
【００１４】
　目盛７６１は、弁体７６の側面にＸ方向に沿って備えられている。目印７６２は管部７
７との相対的位置が変わらないように、目盛７６１に対向して備えられている。このため
、ユーザは目印７６２に対応する目盛７６１を読むことで、弁体７６のＸ方向の位置を知
ることができる。
【００１５】
　バルブ装置３を開方向に制御する場合、アクチュエータ２が端部６１１を－Ｘ方向に移
動させ、弁体７６が－Ｘ方向に移動する。これにより、管部７７の流路が広くなり、バル
ブ装置３に流れる流体７８の流量が増大する。
【００１６】
　バルブ装置３を閉方向に制御する場合、アクチュエータ２が端部６１１を＋Ｘ方向に移
動させ、弁体７６が＋Ｘ方向に移動する。これにより、管部７７の流路が狭くなり、バル
ブ装置３に流れる流体７８の流量が減少する。弁体７６が７６ａの位置に移動し弁体７６
と管部７７の接触部７７１とが接触するまでは、流体制御機器１は、アクチュエータ２を
＋Ｘ方向に移動させることができる。
【００１７】
　次に、図２、図３を用いて、アクチュエータ２の構成を詳細に説明する。
【００１８】
　図２、図３において、アクチュエータ２は、ケース７０と、弾性部４０と、駆動部５０
と、移動部（駆動軸）６０と、操作部３１と、検出部３２と、制御部３３と、機構部３４
とを有する。図２において、ケース７０は、制御部３３等の回路、機構部３４、駆動部５
０の一部等を収容している。
【００１９】
　図２、図３において、操作部３１は、例えば、ケース７０の外部に備えられ、ユーザが
操作可能な複数の操作ボタン（図示せず）や、外部機器（図示せず）から外部制御信号が
供給される入力部を有する。操作部３１は、ユーザによる操作ボタンの操作や、外部制御
信号に応じて操作信号Ｓ１を出力する。
【００２０】
　検出部３２は、例えば、駆動部５０の動作（駆動）、停止等を検出するためのセンサで
ある。検出部３２は、例えば、ポテンショメータ、エンコーダ等の位置検出センサである
。検出部３２は、直線的な移動を検出するセンサであってもよいし、回転を検出するセン
サであってもよい。本実施形態において、検出部３２は、直線的な移動を検出するポテン
ショメータである。検出部３２はケース７０に固定されており、駆動部５０上を摺動する
ブラシ（図示せず）を用いて駆動部５０の移動を検出し、検出信号Ｓ２を出力する。検出
信号Ｓ２は制御部３３の記憶部３５に記憶される。
【００２１】
　制御部３３は、例えば、マイクロコンピュータ（図示せず）と、記憶部３５とを有する
。制御部３３は、検出信号Ｓ２に基づいて駆動部５０が停止したか否かを判断（検出）す
る。制御部３３は、操作部３１から出力された操作信号Ｓ１と、検出部３２から出力され
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た検出信号Ｓ２と、記憶部３５に記憶された情報とを用いて演算を行い、制御信号Ｓ３を
出力する。本実施形態において、制御部３３は、後述する第１制御と、第２制御と、通常
制御とを行う。
【００２２】
　機構部３４は、モータ（図示せず）と、カム機構（図示せず）とを有する。モータは、
例えば、回転するモータでもよいし、直線的に駆動するモータでもよい。モータは、DCモ
ータ、交流モータ、ステッピングモータ、超音波モータ等を用いることができる。例えば
、本実施形態では、高精度、高トルクを実現するためにステッピングモータを用いている
。
【００２３】
　カム機構は、任意の構成を採用し得る。例えば、回転駆動と直線的駆動とを変換するも
のでもよいし、回転駆動から回転駆動に変換するものでもよいし、直線的駆動から直線的
駆動に変換するものでもよいし、回転駆動を回転しながら直線的に駆動するものに変換す
るものでもよい。例えば、本実施形態では、モータの回転駆動を直線的駆動（＋Ｘ方向又
は－Ｘ方向）に変換するカム機構を用いている。
【００２４】
　本実施形態において、機構部３４は、制御信号Ｓ３に基づいてモータを駆動し、モータ
の駆動力がカム機構に供給される。カム機構は供給された駆動力を用いて、所定の駆動力
で駆動部５０を駆動する。
【００２５】
　図２において、駆動部５０は、Ｘ方向に伸びる基体５１と、基体５１の＋Ｘ方向側の端
である端部５１１と、基体５１の＋Ｘ方向側の部分から－Ｙ方向に延びる第１突起部５３
１と、基体５１の－Ｘ方向側の部分から－Ｙ方向に延びる第２突起部５３２とを有する。
【００２６】
　移動部６０は、Ｘ方向に伸びる基体６１と、基体６１の＋Ｘ方向側の端である端部６１
１と、駆動部５０に対向する面に備えられた目盛６１２と、基体６１の－Ｘ方向側の部分
からＹ方向に延びる第２突起部６３２と、基体６１の第２突起部６３２よりも＋Ｘ方向側
の部分からＹ方向に延びる第１突起部６３１とを有する。
【００２７】
　図３において、弾性部４０は、弾性体４１と、弾性体４１の一端側に備えられた支持部
材４５と、弾性体４１の他端側に備えられた支持部材４６とを有する。弾性体４１は、例
えば、金属バネ、ゴム等の弾性部材である。
【００２８】
　支持部材４５は、第１突起部５３１及び第１突起部６３１の少なくとも一方に接触可能
に、第１突起部５３１及び第１突起部６３１よりも－Ｘ方向側に備えられている。支持部
材４６は、第２突起部５３２及び第２突起部６３２の少なくとも一方に接触可能に、第２
突起部５３２及び第２突起部６３２よりも＋Ｘ方向側に備えられている。
【００２９】
　本実施形態において、弾性体４１の自然長ｘ１０［ｍｍ］（図示せず）は、第１突起部
５３１と第２突起部５３２との間隔、又は、第１突起部６３１と第２突起部６３２との間
隔よりも長い。このため、弾性体４１は、支持部材４５と支持部材４６との間隔が広がる
方向の弾性力で支持部材４５及び支持部材４６を加圧している。
【００３０】
　次に、アクチュエータの動作を説明する。図４から図６は第１実施形態のアクチュエー
タの動作を説明するための図である。
【００３１】
　図４（ａ）は、初期状態を示す図である。本実施形態の初期状態では、第１突起部５３
１と第１突起部６３１とが対向した位置にあり、第２突起部５３２と第２突起部６３２と
が対向した位置にある。支持部材４５は第１突起部５３１及び第１突起部６３１に支持さ
れ、支持部材４６は第２突起部５３２及び第２突起部６３２に支持されている。
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【００３２】
　図４（ａ）に示す初期状態において、制御部３３は駆動部５０を駆動するための制御信
号Ｓ３を出力しておらず、駆動部５０が停止している。検出部３２は制御部３３に検出信
号Ｓ２を出力し、制御部３３は検出信号Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置情報を記憶部
３５に記憶する。
【００３３】
　弾性体４１は、第１突起部５３１及び第１突起部６３１と、第２突起部５３２及び第２
突起部６３２とに加圧され圧縮されており、長さがｘ１１［ｍｍ］である。図４（ａ）の
状態において、弾性体４１は自然長ｘ１０［ｍｍ］よりも（ｘ１０－ｘ１１）［ｍｍ］だ
け縮んでいる。
【００３４】
　図４（ａ）の状態において、弾性体４１は、第１突起部５３１及び第２突起部５３２に
挟まれている。このため、弾性体４１は、力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３
２が弾性体４１を圧縮する力）で圧縮されて長さがｘ１１［ｍｍ］になっており、力Ｆ０
と等しい大きさの弾性力を生じている。なお、弾性体４１のバネ乗数をｋ１［Ｎ／ｍｍ］
とすると、力Ｆ０＝ｋ１×（ｘ１０－ｘ１１）［Ｎ］である。
【００３５】
　図４（ａ）の状態において、駆動部５０の端部５１１は、移動部６０の目盛６１２の０
（ゼロ）の位置にある。この位置を第１位置と称する。
【００３６】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）の状態から駆動部５０を第１駆動力で＋Ｘ方向に駆動した状
態である。制御部３３は駆動部５０を第１駆動力で＋Ｘ方向に駆動するための制御信号Ｓ
３を出力し、駆動部５０が第１駆動力で＋Ｘ方向に駆動する。検出部３２は制御部３３に
検出信号Ｓ２を出力し、制御部３３は検出信号Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置情報を
記憶部３５に記憶する。
【００３７】
　第１駆動力は、例えば、力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３２が弾性体４１
を圧縮する力）よりも小さい力である。第１駆動力は、例えば、力Ｆ０以下、かつ、力Ｆ
０の１／２０以上の値であることが好ましい。更に好ましくは、第１駆動力は、例えば、
力Ｆ０以下、かつ、力Ｆ０の１／１０以上の値であることが好ましい。
【００３８】
　弁体７６（図１ご参照）と管部７７の接触部７７１（図１ご参照）とが接触するまでは
、駆動部５０の第１駆動力が弾性部４０を介して移動部６０に伝達され、駆動部５０及び
移動部６０が＋Ｘ方向に移動し、弁体７６が＋Ｘ方向に移動する。
【００３９】
　駆動部５０が図４（ａ）の状態よりも＋Ｘ方向にａ１移動し、弁体７６と接触部７７１
とが接触すると、移動部６０が接触部７７１から抗力を受け移動できなくなる。第１駆動
力が力Ｆ０以下であり弾性部４０が収縮しないので、駆動部５０も移動できなくなる。こ
のとき、検出部３２は、制御部３３に検出信号Ｓ２を出力し、制御部３３は検出信号Ｓ２
に基づいて、駆動部５０の位置情報を第１基準位置として記憶部３５に記憶する。
【００４０】
　なお、図４（ｂ）においては、弾性体４１が収縮していない（弾性体４１の長さがｘ１
１）ので、駆動部５０の端部５１１は、移動部６０の目盛６１２の０（ゼロ）の位置（第
１位置）にある。
【００４１】
　図５（ａ）は、図４（ｂ）と同一の状態である。図５（ｂ）は図５（ａ）の状態から駆
動部５０を第２駆動力で＋Ｘ方向に駆動した状態である。
【００４２】
　図５（ｂ）において、制御部３３は駆動部５０を第２駆動力で＋Ｘ方向に駆動するため
の制御信号Ｓ３を出力し、駆動部５０を第２駆動力で＋Ｘ方向に駆動する。第２駆動力は
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、例えば、力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３２が弾性体４１を圧縮する力）
よりも大きい力である。検出部３２は制御部３３に検出信号Ｓ２を出力し、制御部３３は
検出信号Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置情報を記憶部３５に記憶する。
【００４３】
　弁体７６と接触部７７１とが接触しているので、移動部６０は＋Ｘ方向に（殆んど）移
動できない。このため、駆動部５０が第２駆動力で＋Ｘ方向に駆動すると、弾性体４１が
圧縮される。移動部６０は、弾性部４０を介して第２駆動力が伝達され、弁体７６と接触
部７７１とを更に強く押し付ける（増し締め）。
【００４４】
　その後、駆動部５０が図５（ａ）の状態よりも＋Ｘ方向にａ２移動したとき、制御部３
３は、後述する第２制御終了条件（第２制御により駆動部５０を移動させる距離がａ２［
ｍｍ］）が満たされたと判断し、駆動部５０を停止させる。このとき、制御部３３は、検
出信号Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置情報を第２基準位置として記憶部３５に記憶す
る。
【００４５】
　図５（ｂ）においては、駆動部５０が第２駆動力でａ２［ｍｍ］移動し、弾性体４１の
長さはｘ１１［ｍｍ］よりも短いｘ１２［ｍｍ］になっている。本実施形態において、ｘ
１１［ｍｍ］＝ｘ１２＋ａ２［ｍｍ］であり、弾性体４１に弾性力Ｆ１＝ｋ１×（ｘ１０
－ｘ１２）［Ｎ］が生じる。
【００４６】
　第２駆動力は、例えば、機構部３４のモータの通常制御時の定格の駆動力以下、かつ、
力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３２が弾性体４１を圧縮する力）以上の値で
あることが好ましい。更に好ましくは、第２駆動力は、例えば、モータの通常制御時の定
格の駆動力以下、かつ、力Ｆ０の２倍以上の値であることが好ましい。
【００４７】
　図５（ｂ）においては、弾性体４１がａ２［ｍｍ］短くなったので、駆動部５０の端部
５１１は、目盛６１２の０（ゼロ）の位置よりも＋Ｘ方向に２（２目盛）だけ移動してい
る。この位置を第２位置と称する。
【００４８】
　図６（ａ）は、図４（ｂ）と同様の状態を説明するための図である。図６（ａ）に示し
た流体制御機器１は、図４（ａ）の状態で外部部材（図示せず）を用いて移動部６０の位
置が固定される。移動部６０の位置が固定された状態で、制御部３３は、駆動部５０を第
３駆動力で－Ｘ方向に駆動する第１制御を行う。。第３駆動力は、例えば、第１駆動力と
は逆向きで第１駆動力と等しい力である。
　第３駆動力は、例えば、力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３２が弾性体４１
を圧縮する力）よりも小さい力であるから、駆動部５０は移動できない。制御部３３は検
出信号Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置情報を第３基準位置として記憶部３５に記憶す
る。なお、図６（ａ）において、駆動部５０の端部５１１は、移動部６０の目盛６１２の
０（ゼロ）の位置（第１位置）にある。
【００４９】
　図６（ｂ）において、制御部３３は駆動部５０を第４駆動力で－Ｘ方向に駆動するため
の制御信号Ｓ３を出力し、駆動部５０が第４駆動力で－Ｘ方向に駆動する第２制御を行う
。第４駆動力は、例えば、第２駆動力と大きさが等しく逆向きの力である。
【００５０】
　その後、駆動部５０が図６（ａ）の状態よりも－Ｘ方向にａ３移動したとき、制御部３
３は、第２制御終了条件（第２制御により駆動部５０を移動させる距離が－ａ３［ｍｍ］
）が満たされたと判断し、駆動部５０を停止させる。このとき、制御部３３は、検出信号
Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置情報を第４基準位置として記憶部３５に記憶する。
【００５１】
　図６（ｂ）においては、駆動部５０が第４駆動力で駆動されているので、弾性体４１の
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長さはｘ１１［ｍｍ］よりも短いｘ１３［ｍｍ］となっている。本実施形態において、ｘ
１１［ｍｍ］＝ｘ１３＋ａ３［ｍｍ］であり、弾性体４１に弾性力Ｆ２＝ｋ１×（ｘ１０
－ｘ１３）［Ｎ］が生じる。
【００５２】
　図６（ｂ）においては、弾性体４１がａ３［ｍｍ］短くなったので、駆動部５０の端部
５１１は、目盛６１２の０（ゼロ）の位置よりも－Ｘ方向に２（２目盛）だけ移動してい
る。この位置を第３位置と称する。
【００５３】
　次に、流体制御機器の動作を説明する。図７は第１実施形態の流体制御機器の動作を説
明するための図である。
【００５４】
　図７に示すように、まず、ステップ１では、機器が設置される。本実施形態では、工場
等の現場において、アクチュエータ２の移動部６０（図１ご参照）と、バルブ装置３の接
続部７５（図１ご参照）とが接続される。また、流体制御機器１に必要な電源が供給され
る。
【００５５】
　ステップ２では、ユーザが操作部３１を用いて所定の設定を行う。操作部３１は、所定
の設定に関する情報を操作信号Ｓ１として制御部３３に出力する。制御部３３は所定の設
定に関する情報（操作信号Ｓ１）を記憶部３５に記憶する。
【００５６】
　所定の設定とは、例えば、第１駆動力の大きさの設定、第２駆動力の大きさの設定、第
３駆動力の大きさの設定、第４駆動力の大きさの設定、第２制御終了条件の設定、通常制
御時の駆動力の設定等を挙げることができる。通常制御時の駆動力は、例えば、通常制御
時の定格の駆動力、通常制御時の最大の駆動力、通常制御時の最小の駆動力等を挙げるこ
とができる。
【００５７】
　例えば、第１～第４駆動力の大きさは、力［Ｎ］に対応する値で設定してもよいし、圧
力［Ｐａ］に対応する値で設定してもよいし、第１～第４駆動力を弾性体４１に印加する
ことにより収縮された弾性体４１の長さ［ｍｍ］で設定してもよいし、機構部３４のモー
タの回転数やモータに供給される電流等で設定してもよい。
【００５８】
　例えば、本実施形態では、弾性体４１の自然長ｘ１０、長さｘ１１（図４（ａ）ご参照
）、力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３２が弾性体４１を圧縮する力）が予め
ユーザに知らされている。このため、ユーザは、例えば、力Ｆ０×（１／１０）を第１駆
動力として設定する。例えば、本実施形態では、通常制御時の定格の駆動力を第２駆動力
として設定する。例えば、力Ｆ０の整数倍を第２駆動力として設定してもよい。
【００５９】
　また、ユーザは、操作部３１を用いて第２制御終了条件を設定できる。第２制御終了条
件は、第２制御を終了するための任意の条件である。例えば、図５に示した本実施形態で
は、「第２制御により駆動部５０を移動させる距離ａ２［ｍｍ］」を第２制御終了条件と
して設定している。
【００６０】
　駆動部５０が距離ａ２［ｍｍ］移動したか否かの判断は、例えば、制御部３３が機構部
３４のモータの回転数を検出することにより判断してもよいし、制御部３３が検出部３２
の検出信号Ｓ２を監視することにより判断してもよいし、他の方法で判断してもよい。
【００６１】
　例えば、本実施形態では、ステッピングモータを用いているので、モータの回転数と駆
動部５０の移動距離とが一対一に対応する。また、第２制御時に駆動部５０が距離ａ２［
ｍｍ］移動すると弾性体４１がａ２［ｍｍ］縮む。
【００６２】
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　図５（ｂ）を用いて説明したように、ｘ１１［ｍｍ］＝ｘ１２＋ａ２［ｍｍ］であり、
弾性体４１がａ２［ｍｍ］縮むと、弾性体４１の長さがｘ１１［ｍｍ］からｘ１２［ｍｍ
］になり、弾性体４１に弾性力Ｆ１＝ｋ１×（ｘ１０－ｘ１２）［Ｎ］が生じる。弾性力
Ｆ１は、第２制御が完了したときに、弁体７６が接触部７７１を加圧する力に対応する。
【００６３】
　このため、ユーザは操作部３１を用いて、弾性力Ｆ１＝ｋ１×（ｘ１０－ｘ１２）［Ｎ
］に対応する所望の値を入力する。操作部３１は、操作信号Ｓ１として弾性力Ｆ１を制御
部３３に出力する。
【００６４】
　制御部３３は、弾性力Ｆ１から駆動部５０の移動距離ａ２［ｍｍ］を演算し、駆動部５
０を移動距離ａ２［ｍｍ］移動させるためのステッピングモータの回転数Ａ［回転］を演
算し、制御信号Ｓ３として回転数Ａ［回転］を機構部３４に出力する。
【００６５】
　機構部３４のステッピングモータがＡ回転することにより、駆動部５０が距離ａ２［ｍ
ｍ］移動し、弾性体４１がａ２［ｍｍ］縮み、弁体７６が接触部７７１をＦ１＝ｋ１×（
ｘ１０－ｘ１２）の力で加圧することとなる。
【００６６】
　なお、第２制御終了条件の設定は、上記例に限定されない。例えば、ユーザが弾性体４
１のバネ乗数ｋ１［Ｎ／ｍｍ］を知っている場合、ユーザは操作部３１を用いて、駆動部
５０の移動距離ａ２［ｍｍ］を入力してもよい。この場合、操作部３１が操作信号Ｓ１と
して移動距離ａ２［ｍｍ］を生成し、制御部３３が制御信号Ｓ３として回転数Ａ［回転］
を生成することにより、機構部３４のステッピングモータがＡ［回転］することになる。
【００６７】
　第２制御終了条件は、駆動部５０の移動距離に限定されるものではない。例えば、第２
制御を開始してから所定の時間が経過したことを終了条件としてもよいし、機構部３４の
モータが停止したことを終了条件としてもよいし、弁体７６や接触部７７１に設置された
センサを用いて弁体７６と接触部７７１との間の加圧力が所定値以上になったことを検出
したことを終了条件としてもよい。
【００６８】
　ステップ３において、ユーザが操作部３１のスタートボタンＳＷ１を押すことにより、
第１制御が開始される。第１制御とは、例えば、駆動部５０を第１駆動力で駆動する制御
である。
【００６９】
　第１制御において、操作部３１は、スタートボタンＳＷ１（図示せず）が押された旨の
操作信号Ｓ１を制御部３３に出力する。検出部３２は、検出信号Ｓ２を制御部３３に出力
する。制御部３３は、記憶部３５に記憶された情報に基づいて、第１駆動力で＋Ｘ方向に
駆動部５０を駆動する旨の制御信号Ｓ３を生成し機構部３４に出力する。
【００７０】
　機構部３４は、制御信号Ｓ３に基づいてモータを駆動し、第１駆動力で＋Ｘ方向に駆動
部５０を駆動させる。駆動部５０を＋Ｘ方向に駆動することにより、移動部６０が＋Ｘ方
向に移動し、弁体７６（図１ご参照）が接触部７７１（図１ご参照）に近づいていく。
【００７１】
　その後、弁体７６を＋Ｘ方向に移動させることにより、弁体７６が接触部７７１に接触
する。弁体７６が接触部７７１に接触すると、移動部６０が移動できなくなる。第１駆動
力が力Ｆ０よりも小さいから、駆動部５０は弾性体４１を圧縮させることができず、駆動
部５０の移動も停止する。
【００７２】
　駆動部５０が停止すると、検出部３２の検出信号Ｓ２に基づいて、制御部３３が駆動部
５０の停止を検出（判断）する（ステップ４）。
【００７３】
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　ステップ５において、制御部３３は、駆動部５０の位置情報を第１基準位置として記憶
部３５に記憶する。本実施形態においては、駆動部５０が停止したときの検出部３２の検
出信号Ｓ２が第１基準位置となる。なお、駆動部５０の端部５１１は、移動部６０の目盛
６１２の０（ゼロ）の位置（第１位置）にある（図４（ｂ）ご参照）。
【００７４】
　制御部３３は、駆動部５０の停止を検出したので第１制御を終了し第２制御を開始する
（ステップ６）。第２制御とは、例えば、駆動部５０を第２駆動力で駆動する制御である
。
【００７５】
　第２制御において、制御部３３は、記憶部３５に記憶された情報に基づいて、第２駆動
力で＋Ｘ方向に駆動部５０を駆動する旨の制御信号Ｓ３を生成し機構部３４に出力する。
機構部３４は、制御信号Ｓ３に基づいてモータを駆動し、第２駆動力で＋Ｘ方向に駆動部
５０を駆動する。
【００７６】
　弁体７６及び移動部６０は、＋Ｘ方向に（殆んど）移動できないので、駆動部５０の移
動に応じて弾性体４１が収縮していく。弁体７６は接触部７７１に加圧接触する。
【００７７】
　制御部３３は、ステップ２で設定された第２制御終了条件が満たされたか否かを繰り返
し判断する。本実施形態では、第２制御終了条件として、例えば、「第２制御により駆動
部５０を移動させる距離ａ２［ｍｍ］（図５（ｂ）ご参照）」が設定されているので、制
御部３３が機構部３４のモータの回転数を繰り返し検出することにより第２制御終了条件
が満たされたか否かを判断する。制御部３３は、第２制御終了条件が満たされたと判断し
たとき（ステップ７）、検出部３２の検出信号Ｓ２を検出する。
【００７８】
　ステップ８において、制御部３３は、第２制御終了条件が満たされたと判断したときの
駆動部５０の位置情報（検出部３２の検出信号Ｓ２）を第２基準位置として記憶部３５に
記憶する。
【００７９】
　制御部３３は、第２基準位置を記憶部３５に記憶した後、駆動部５０の駆動を停止し第
２制御を終了する。なお、駆動部５０の端部５１１は、移動部６０の目盛６１２の＋２の
位置（第２位置）にある（図５（ｂ）ご参照）。
【００８０】
　ステップ９において、制御部３３は、第２制御が終了したので通常制御を開始する。通
常制御とは、例えば、第１～第４基準位置の少なくとも一つを用いて、駆動部５０、移動
部６０、弁体７６等を移動させる制御である。
【００８１】
　通常制御では、例えば、操作部３１の入力部に供給される外部制御信号や、ユーザによ
る操作部３１の操作に基づいて操作部３１が操作信号Ｓ１を出力する。制御部３３は、操
作信号Ｓ１、検出信号Ｓ２及び記憶部３５に記憶された情報に基づいて、駆動部５０を駆
動する旨の制御信号Ｓ３を生成し機構部３４に出力する。これにより、弁体７６を自由に
制御できる。
【００８２】
　例えば、本実施形態において、制御部３３は第２基準位置をバルブ装置３の閉位置（バ
ルブ装置３が閉じている状態。流体７８が流れない状態）として通常制御を行う。
【００８３】
　通常制御は、第１基準位置、第２基準位置、第３基準位置及び第４基準位置の１つのみ
を用いてもよいし、第１基準位置、第２基準位置、第３基準位置及び第４基準位置の２つ
以上を用いてもよい。例えば、第１基準位置及び第２基準位置を用いて通常制御を行う場
合、例えば、第１基準位置は流体７８が殆んど流れない状態とし、第２基準位置は流体７
８が全く流れない状態としても良い。
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　流体制御機器１には、目盛７６１及び目印７６２が設けられているので、通常制御にお
いて、ユーザは、目盛７６１及び目印７６２を視認することにより、バルブ装置３の開閉
状態や、弁体７６の動作を容易に確認できる
【００８４】
　また、目盛７６１に対する目印７６２の位置は、ポテンショメータ、エンコーダ等の位
置検出センサ（第２位置検出センサと称する）を用いて検出することもできる。この場合
、第２位置検出センサの出力信号は、制御部３３に供給されることが好ましい。上述した
検出部３２（図３ご参照）から出力された検出信号Ｓ２（図３ご参照）と、第２位置検出
センサの出力信号とを用いることにより、より高度な制御を実現できるからである。
【００８５】
　上述した本実施形態のアクチュエータ２は、第１基準位置、第２基準位置、第３基準位
置及び第４基準位置の少なくとも一つを用いているので、好適な制御を実現できる。流体
制御機器１は、アクチュエータ２の制御により弁体７６を所望の位置に移動させることが
できる。
【００８６】
　本実施形態のアクチュエータ２は、第１駆動力及び第２駆動力の少なくとも一方で駆動
可能な駆動部５０と、所定方向に移動できる移動部６０と、駆動部５０から第１駆動力及
び第２駆動力の少なくとも一方が供給され、移動部６０が移動するための力を移動部６０
に供給する弾性部４０とを有する。
【００８７】
　このため、駆動部５０の駆動力が弾性部４０を介して移動部６０に供給されることにな
り、移動部６０が停止している場合に駆動部５０を駆動させることで弾性部４０を圧縮す
ることができる。
【００８８】
　本実施形態のアクチュエータ２は、駆動部５０の停止を検出するための検出信号を制御
部３３に供給する検出部３２を有するので、制御部３３は、第１制御を行った後、検出部
３２の検出信号に基づいて駆動部５０の停止を検出することで第１制御を終了し、第２制
御を開始することができる。
【００８９】
　本実施形態において、アクチュエータ２の制御部３３は、駆動部５０を第１駆動力で駆
動できる第１制御と、駆動部５０を第１駆動力よりも強い第２駆動力で駆動できる第２制
御とが可能である。
【００９０】
　このため、制御部３３は、第１制御により弁体７６と接触部７７１とを弱い力で接触さ
せることができる。また、第２制御により弁体７６と接触部７７１とを強い力で加圧接触
させることができる。
【００９１】
　例えば、本実施形態では、第１駆動力が力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３
２が弾性体４１を圧縮する力）よりも小さい値に設定されているので、第１制御による弾
性体４１の収縮量はゼロ又は非常に小さい値である。第２駆動力は力Ｆ０よりも大きい値
に設定されているので、第２制御による弾性体４１の収縮量は比較的大きな値となる。
【００９２】
　本実施形態では、第１制御により弁体７６と接触部７７１とを接触させた状態から第２
制御が開始され、「第２制御による駆動部５０のＸ方向の移動量」は、「第１制御の開始
から第２制御の完了までの弾性体４１の収縮量」に等しいとみなすことができる。
【００９３】
　「第１制御の開始から第２制御の完了までの弾性体４１の収縮量」にバネ乗数をｋ１［
Ｎ／ｍｍ］を乗算することにより「第２制御の完了時に弁体７６が接触部７７１を加圧す
る力（増し締め量）」が得られる。
【００９４】
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　本実施形態では、ユーザが操作部３１を用いて所定の設定を行うことにより、第２制御
時に制御部３３が「第２制御による駆動部５０のＸ方向の移動量」に対応する制御信号Ｓ
３を機構部３４に供給することで「第２制御の完了時に弁体７６が接触部７７１を加圧す
る力（増し締め量）」を実現できる。
【００９５】
　本実施形態の流体制御機器１では、操作部３１を用いて、弁体７６が接触部７７１を加
圧する力（増し締め量）を容易に設定できるので、流体７８の好適な流量制御を実現でき
る。例えば、好適な増し締め量（弁体７６が接触部７７１を加圧する力）が、流体７８の
温度や組成、弁体７６及び接触部７７１の経年劣化具合等により変動する場合でも、操作
部３１を用いて、好適に増し締め量を変更することができる。
【００９６】
（第２実施形態）
【００９７】
　図８は第２実施形態の流体制御機器を説明するための図、図９は第２実施形態のアクチ
ュエータの動作を説明するための図、図１０は第２実施形態のアクチュエータの動作を説
明するための別の図である。以下の説明において、図１～図７に示した構成と同様の構成
には同一の参照符号を付し、重複した説明を省略する。
【００９８】
　図８において、流体制御機器１’は、アクチュエータ２と、バルブ装置３’とを有する
。バルブ装置３’は、接続部７５、弁体７６、目盛７６１、目印７６２、流体７８、管部
７７及び接触部７７１に換えて、接続部７５ａ、弁体７６ｃ、７６ｅ、目盛７６１ａ、７
６１ｂ、目印７６２ａ、７６２ｂ、流体７８ａ、７８ｂ、管部７７ａ、７７ｂ及び接触部
７７１ａ、７７１ｂを有する。
【００９９】
　接続部７５ａは、弁体７６ｃ、７６ｅに接続されている。弁体７６ｃは接続部７５ａの
＋Ｘ方向側に備えられ、弁体７６ｅは接続部７５ａの－Ｘ方向側に備えられている。目盛
７６１ａ、７６１ｂは、弁体７６ｃ、７６ｅに備えられている。目印７６２ａ、７６２ｂ
は、目盛７６１ａ、７６１ｂに対向して備えられている。接触部７７１ａ、７７１ｂは、
管部７７ａ、７７ｂに備えられている。
【０１００】
　駆動部５０を＋Ｘ方向側に駆動すると弁体７６ｃが接触部７７１ａに接触し流体７８ａ
の流れが制限される。駆動部５０を－Ｘ方向側に駆動すると弁体７６ｅが接触部７７１ｂ
に接触し流体７８ｂの流れが制限される。
【０１０１】
　弁体７６ｃ、目盛７６１ａ、目印７６２ａ、流体７８ａ、管部７７ａ及び接触部７７１
ａの動作は、上述した第１実施形態の流体制御機器１の動作と同様であるため、弁体７６
ｅ、目盛７６１ｂ、目印７６２ｂ、流体７８ｂ、管部７７ｂ及び接触部７７１ｂの動作を
中心に説明する。
【０１０２】
　図９（ａ）は、初期状態を示す図である。制御部３３は駆動部５０を駆動するための制
御信号Ｓ３を出力しておらず、駆動部５０が停止している。図９（ａ）の状態において、
駆動部５０の端部５１１は、移動部６０の目盛６１２の０（ゼロ）の位置（第１位置）に
ある。
【０１０３】
　弾性体４１は、長さがｘ１１［ｍｍ］である。弾性体４１のバネ乗数をｋ１とすると、
図４（ａ）の状態において、弾性体４１は力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３
２が弾性体４１を圧縮する力）の力で圧縮されている。
【０１０４】
　図９（ｂ）は、図９（ａ）の状態から駆動部５０を第３駆動力で－Ｘ方向に駆動した状
態である。第３駆動力は、例えば、第１駆動力とは逆向きで第１駆動力と等しい力である
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。制御部３３は駆動部５０を第３駆動力で－Ｘ方向に駆動するための制御信号Ｓ３を出力
し、駆動部５０が第３駆動力で－Ｘ方向に駆動する第１制御を開始する。
【０１０５】
　駆動部５０が図９（ａ）の状態よりも－Ｘ方向にａ４移動し、弁体７６ｅと接触部７７
１ｂとが接触すると、移動部６０が接触部７７１ｂから抗力を受け移動できなくなる。第
３駆動力が力Ｆ０以下であり弾性部４０が収縮しないので、駆動部５０も移動できなくな
る。このとき、制御部３３は、検出部３２の検出信号Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置
情報を第３基準位置として記憶部３５に記憶する。
【０１０６】
　なお、図９（ｂ）においては、弾性体４１が収縮していない（弾性体４１の長さがｘ１
１）ので、駆動部５０の端部５１１は、移動部６０の目盛６１２の０（ゼロ）の位置（第
１位置）にある。
【０１０７】
　図１０（ａ）は、図９（ｂ）と同一の状態である。図１０（ｂ）は、図１０（ａ）の状
態から駆動部５０を第４駆動力で－Ｘ方向に駆動した状態である。
【０１０８】
　図１０（ｂ）において、制御部３３は駆動部５０を第４駆動力で－Ｘ方向に駆動するた
めの制御信号Ｓ３を出力し、駆動部５０を第４駆動力で－Ｘ方向に駆動する第２制御を行
う。第４駆動力は、例えば、第２駆動力とは逆向きで第２駆動力と等しい力である。第４
駆動力は、例えば、力Ｆ０（第１突起部５３１及び第２突起部５３２が弾性体４１を圧縮
する力）よりも大きい力である。
【０１０９】
　弁体７６ｅと接触部７７１ｂとが接触しているので、移動部６０は－Ｘ方向に（殆んど
）移動できない。このため、駆動部５０が第４駆動力で－Ｘ方向に駆動すると、弾性体４
１が圧縮される。移動部６０は、弾性部４０を介して第４駆動力が伝達され、弁体７６ｅ
と接触部７７１ｂとを更に強く押し付ける（増し締め）。
【０１１０】
　その後、駆動部５０が図１０（ａ）の状態よりも－Ｘ方向にａ５移動したとき、制御部
３３は、第２制御終了条件（例えば、第２制御により駆動部５０を移動させる距離が－ａ
５［ｍｍ］）が満たされたと判断し、駆動部５０を停止させる。このとき、制御部３３は
、検出信号Ｓ２に基づいて、駆動部５０の位置情報を第４基準位置として記憶部３５に記
憶する。
【０１１１】
　図１０（ｂ）においては、弾性体４１がａ５［ｍｍ］短くなったので、駆動部５０の端
部５１１は、目盛６１２の０（ゼロ）の位置よりも－Ｘ方向にａ５（１目盛）だけ移動し
ている。この位置を第３位置と称する。
【０１１２】
　上述した本実施形態のアクチュエータ２は、第１実施形態のアクチュエータ２と同様の
構成を有するので、同様の優れた作用効果を奏することができる。
【０１１３】
　上述した本実施形態の流体制御機器１’は、アクチュエータ２と、バルブ装置３’とを
有する。バルブ装置３’は、接続部７５ａ、弁体７６ｃ、７６ｅ、目盛７６１ａ、７６１
ｂ、目印７６２ａ、７６２ｂ、流体７８ａ、７８ｂ、管部７７ａ、７７ｂ及び接触部７７
１ａ、７７１ｂを有する。
【０１１４】
　このため、制御部３３は、第１基準位置、第２基準位置、第３基準位置及び第４基準位
置の少なくとも１つを用いて、好適な制御を実現できる。流体制御機器１’は、アクチュ
エータ２の制御により弁体７６ｃ、弁体７６ｅを所望の位置に移動させることができる。
【０１１５】
　また、本実施形態の流体制御機器１’は、第１実施形態の図４及び図５に示した動作と
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同様に駆動部５０を第１駆動力又は第２駆動力で＋Ｘ方向に駆動することにより弁体７６
ｃと接触部７７１ａとを接触させたり、所定の圧力で加圧する制御、及び、第２実施形態
の図９及び図１０に示したように駆動部５０を第３駆動力又は第４駆動力で－Ｘ方向に駆
動することにより弁体７６ｅと接触部７７１ｂとを接触させたり、所定の圧力で加圧する
制御を実現できる。
【０１１６】
（第３実施形態）
【０１１７】
　図１１は第３実施形態の流体制御機器を説明するための図、図１２は第３実施形態のア
クチュエータのスイッチを説明するための図である。以下の説明において、図１～図１０
に示した構成と同様の構成には同一の参照符号を付し、重複した説明を省略する。
【０１１８】
　図１１において、流体制御機器１Ａは、アクチュエータ２Ａと、バルブ装置３（図１ご
参照）とを有する。アクチュエータ２Ａは、図３に示した制御部３３に換えて制御部３３
Ａを有し、図３に示した操作部３１に換えて操作部３１０を有する。
【０１１９】
　制御部３３Ａは、マイクロコンピュータ（図示せず）と、記憶部３５と、電池３６と、
スイッチ３７と、第１端子３８１と、第２端子３８２と、第３端子３８３とを有する。
【０１２０】
　信号処理装置３９１は、流体制御機器１Ａの外部の機器である。信号処理装置３９１は
、例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）である。信号処理装置３９１は、所定の通信
ネットワークを介して第１端子３８１と電気的に接続されている。本実施形態において、
信号処理装置３９１は、第１通信プロトコルの信号である第１操作信号Ｓ１１を第１端子
３８１に出力し、第１通信プロトコルのモニタ信号であるモニタ信号Ｓ５が第１端子３８
１から供給される。本実施形態において、第１通信プロトコルは、例えば、Ｍｏｄｂｕｓ
通信であるが、これに限定されるものではない。
【０１２１】
　制御機器３９２は、流体制御機器１Ａの外部の機器である。制御機器３９２は、例えば
、工場や発電所等に備えられた各種のセンサ、制御装置等の工業計器を含む。制御機器３
９２は、例えば、液体のレベルを検出するセンサ、温度センサ等の各種のセンサから出力
される信号に応じて制御装置が所定の演算を行い、第１通信プロトコルとは異なる第２通
信プロトコルの第２操作信号Ｓ１２が制御装置から第２端子３８２に出力される。
【０１２２】
　本実施形態において、第２通信プロトコルは、例えば、工業計器において標準化されて
いるアナログの４ｍＡ～２０ｍＡの電流信号で規定される通信であるが、これに限定され
るものではない。
【０１２３】
　操作部３１０は、例えば、ケース７０（図２ご参照）の外部に備えられている。操作部
３１０は、ユーザが操作可能な複数の操作ボタン（図示せず）と、信号を生成するための
電気回路（図示せず）とを有する。
【０１２４】
　操作部３１０は、第３端子３８３と電気的に接続されており第１通信プロトコル及び第
２通信プロトコルとは異なる第３通信プロトコルの信号である第３操作信号Ｓ１３を出力
する。例えば、本実施形態において、第３端子３８３は、ＬＡＮケーブル、ＵＳＢケーブ
ル等のコネクタであり、操作部３１０は、ＬＡＮケーブル、ＵＳＢケーブル等により第３
端子３８３と電気的に接続されている。
【０１２５】
　制御部３３Ａの記憶部３５は、信号処理装置３９１から供給された第１操作信号Ｓ１１
、制御機器３９２から供給された第２操作信号Ｓ１２、操作部３１０から供給された第３
操作信号Ｓ１３、制御部３３Ａの演算結果等の情報を記憶する。電池３６は、流体制御機
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器１Ａの電源がオフにされているときや、停電時等に制御部３３Ａ等に電力を供給する。
【０１２６】
　制御部３３Ａのスイッチ３７は、例えば、例えば、ケース７０（図２ご参照）の外壁の
所定の領域に備えられている。スイッチ３７は、電気配線（図示せず）を用いて制御部３
３Ａのマイクロコンピュータに接続されている。スイッチ３７は、例えば、タクトスイッ
チ、ディップスイッチ、ボリュームスイッチ、各種ボタン等の任意のスイッチを選択でき
る。
【０１２７】
　図１２は、スイッチ３７を説明するための図である。図１２においてスイッチ３７は、
ユーザが操作可能な複数の操作ボタン３７１～３７８ｂを有する。電源ボタン３７１は、
流体制御機器１Ａの電源ボタンである。停止ボタン３７２は、流体制御機器１Ａを緊急停
止させるためのボタンである。
【０１２８】
　オートセットアップボタン３７５は、上述した第１制御及び第２制御を開始するための
ボタンである。以下、第１制御を行った後に第２制御を行う制御動作をオートセットアッ
プと称する。
【０１２９】
　本実施形態では、ケース７０にオートセットアップボタン３７５が設けられているので
、ユーザーがオートセットアップボタン３７５を押すだけで、第１制御及び第２制御が自
動的に実行されることになる。第１制御及び第２制御の設定は、後述するように、予め工
場出荷時に記憶部３５に記憶させることが好ましい。
【０１３０】
　手動運転ボタン３７６は、手動運転をするか否かを決定するボタンである。例えば、手
動運転ボタン３７６がオン状態にされると手動運転モードに設定され、手動運転ボタン３
７６がオフ状態にされると非手動運転モードに設定される。
【０１３１】
　ボタン３７７ａ～３７７ｃは、その他のボタンである。その他のボタンは、例えば、数
字や文字を入力したり、ＹＥＳ、ＮＯの選択をしたり、複数項目のうちの１つを選択する
等の任意の操作が可能なボタンである。
【０１３２】
　上側駆動ボタン３７８ａは、駆動部５０を上側（－Ｘ方向側）の位置に駆動するための
ボタンであり、下側駆動ボタン３７８ｂは、駆動部５０を下側（＋Ｘ方向側）の位置に駆
動するためのボタンである。
【０１３３】
　図１３は第３実施形態の流体制御機器の動作を説明するための図、図１４は第３実施形
態の流体制御機器の動作を説明するための別の図、図１５は第３実施形態の流体制御機器
の動作を説明するための更に別の図、図１６は第３実施形態の流体制御機器の動作を説明
するための更に別の図である。以下の説明において、図１～図１２に示した構成と同様の
構成には同一の参照符号を付し、重複した説明を省略する。
【０１３４】
　図１３に示したように、本実施形態の流体制御機器は、手動モードと、非手動モードと
に切替が可能である。手動モードは、スイッチ３７や操作部３１０を用いて各種制御を行
うことができるモードである。図１２に示した手動運転ボタン３７６をオン状態にすると
手動モードに設定され、手動運転ボタン３７６をオフ状態にすると非手動モードに設定さ
れる。
【０１３５】
　手動モードは、例えば、オートセットアップボタン３７５や操作部３１０を用いてオー
トセットアップの開始を指示したり、操作部３１０を用いて、オートセットアップ動作時
の駆動部５０の位置等を設定したり、上側駆動ボタン３７８ａ、下側駆動ボタン３７８ｂ
や操作部３１０を用いて、通常制御時に駆動部５０の軸動作を実行させることができる。
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【０１３６】
　非手動モードは、スイッチ３７や操作部３１０を用いて各種制御を行うことができず、
第１通信（Ｍｏｄｂｕｓ通信）や第２通信（４ｍＡ～２０ｍＡの電流信号）を用いて各種
制御を行うことができる。
【０１３７】
　本実施形態では、非手動モードの場合、第１通信（Ｍｏｄｂｕｓ通信）の第１操作信号
Ｓ１１に応じて駆動部５０の軸動作等がされる第１通信モード、又は、第２通信（４ｍＡ
～２０ｍＡの電流信号）の第２操作信号Ｓ１２に応じて駆動部５０の軸動作等がされる第
２通信モードに切替が可能である。
【０１３８】
　非手動モードでは、第１通信の詳細設定をしなければならない。第１通信の詳細設定は
、「第１通信を用いてモニタを行う」、「第１通信を用いて軸動作を行う」及び「第１通
信を用いて設定を行う」の何れかを選択しなければならない。
【０１３９】
　非手動モードでは、第１通信の詳細設定が所定の設定にされている場合のみ、各種制御
を行うことができる。ユーザのケアレスミスによる誤動作を防止するためである。
【０１４０】
　例えば、第１通信（Ｍｏｄｂｕｓ通信）モードに設定されている場合、第１通信の詳細
設定が「第１通信を用いてモニタを行う」に設定されていれば、ユーザは第１端子３８１
から信号処理装置３９１に供給されるモニタ信号Ｓ５を用いて、アクチュエータ２Ａの状
態について確認することができる。
【０１４１】
　第１通信（Ｍｏｄｂｕｓ通信）モードに設定されている場合、第１通信の詳細設定が「
第１通信を用いて軸動作を行う」に設定されていれば、通常制御時に第１通信を用いて駆
動部５０を駆動する制御（軸動作）をすることができる。
【０１４２】
　第１通信モードに設定されている場合、第１通信の詳細設定が「第１通信を用いて設定
を行う」に設定されていれば、第１通信（信号処理装置３９１）を用いて、オートセット
アップの開始を指示したり、オートセットアップ動作時の駆動部５０の位置等の設定をす
ることができる。
【０１４３】
　第２通信（４ｍＡ～２０ｍＡの電流信号）モードに設定されている場合、第１通信の詳
細設定が「第１通信を用いてモニタを行う」に設定されていれば、通常制御時に第２通信
を用いて駆動部５０を軸動作させることができるとともに、ユーザは第１端子３８１から
信号処理装置３９１に供給されるモニタ信号Ｓ５を用いて、アクチュエータ２Ａの状態に
ついて確認することができる。
【０１４４】
　第２通信モードに設定されている場合、第１通信の詳細設定が「第１通信を用いて設定
を行う」に設定されていれば、第１通信を用いて、オートセットアップの開始を指示した
り、駆動部５０の位置等の設定をすることができる。
【０１４５】
　次に、図１４から図１６を用いて流体制御機器の詳細な制御フローの説明を行う。
【０１４６】
　本実施形態の流体制御機器を動作させるためには、まず、図１４に示すように、ステッ
プ１１でユーザがスイッチ３７の電源ボタン３７１をオンにする。
【０１４７】
　このとき、図１６に示すように、弁体７６は、開始位置８ｍｍで停止している。図１６
の縦軸の目盛は、図１に示した目盛７６１の読み取り値（目印７６２の位置に対応する目
盛７６１の値）である。図１６に示した実施形態では、弁体７６の位置を開始位置（８ｍ
ｍ）としたが、駆動部５０の位置や移動部６０の位置等を開始位置として設定（規定）し
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ても良い。
【０１４８】
　本実施形態では、開始位置８ｍｍよりも上側の２ｍｍの位置に上側最大位置が備えられ
、上側最大位置よりも上側の０ｍｍの位置に上側ハードリミットが備えられている。上側
最大位置は、電気的な制御で駆動できる最も上側の位置であり、上側ハードリミットは、
機械的に駆動できる最も上側の位置である。
【０１４９】
　同様に、開始位置８ｍｍよりも下側の１８ｍｍの位置に下側最大位置が備えられ、下側
最大位置よりも下側の２０ｍｍの位置に下側ハードリミットが備えられている。下側最大
位置は、電気的な制御で駆動できる最も下側の位置であり、下側ハードリミットは、機械
的に駆動できる最も下側の位置である。
　図１６に示した実施形態では、弁体７６の位置を上側最大位置、上側ハードリミット、
下側最大位置、下側ハードリミットとしたが、駆動部５０の位置や移動部６０の位置等を
上側最大位置、上側ハードリミット、下側最大位置、下側ハードリミットとして設定（規
定）しても良い。
【０１５０】
　座面位置は、例えば、第１制御（第１駆動力）で駆動部５０を駆動した際に駆動部５０
の駆動が停止するときの位置である。座面位置は、例えば、第１制御で駆動部５０を駆動
した際に駆動部５０の駆動が停止したときの駆動部５０の位置や、第１制御で駆動部５０
を駆動した際に弁体７６が停止する位置や、第１制御で駆動部５０を駆動した際に弁体７
６と接触部７７１（図１ご参照）とが接触したときの位置であってもよい。
　例えば、図１６に示した実施形態において、座面位置（１５ｍｍ）は、第１制御で駆動
部５０を駆動した際に駆動部５０の駆動が停止したときの弁体７６の位置である。図１６
に示した実施形態では、弁体７６の位置を座面位置としたが、駆動部５０の位置や移動部
６０の位置等を座面位置として設定（規定）しても良い。
【０１５１】
　下側停止位置は、例えば、バルブ装置が閉状態（バルブ装置３が閉じている状態。流体
７８が流れない状態）となる位置や、第２制御（第２駆動力）で駆動部５０を駆動した際
に駆動部５０が停止するときの位置である。下側停止位置は、例えば、第２制御（第２駆
動力）で駆動部５０を駆動した際に駆動部５０が停止するときの駆動部５０の位置であっ
てもよいし、第２制御（第２駆動力）で駆動部５０を駆動した際に弁体７６が停止すると
きの位置であってもよいし、第２駆動力の大きさと、弾性体４１の弾性力とにより定まる
位置であってもよいし、通常制御の基準となる位置であってもよい。
　例えば、図１６に示した実施形態において、下側停止位置（１５．１ｍｍ）は、第２制
御（第２駆動力）で駆動部５０を駆動した際に駆動部５０が停止するときの弁体７６の位
置である。図１６に示した実施形態では、下側停止位置が１５．１ｍｍとなっているが、
下側停止位置は、１５．０１ｍｍ、１５．００１ｍｍの様に座面位置（１５ｍｍ）とほぼ
等しい値であってもよい。
　図１６に示した実施形態では、弁体７６の位置を下側停止位置としたが、駆動部５０の
位置や移動部６０の位置等を下側停止位置として設定（規定）しても良い。例えば、座面
位置及び下側停止位置を駆動部５０の位置で規定する場合における座面位置と下側停止位
置との変位量は、座面位置及び下側停止位置を弁体７６の位置で規定する場合における座
面位置と下側停止位置との変位量に、弾性体４１の収縮量を加えた値となる。なお、弾性
体４１の収縮量は、目盛６１２（図１１ご参照）で読み取ることができる。
【０１５２】
　図１４のステップ１１で電源ボタン３７１がオンにされるた後、ユーザーは手動運転ボ
タン３７６を操作して手動運転モード又は非手動運転モードに設定する。ステップ１２に
おいて制御部３３Ａは、手動運転モードに設定されているか否かを判断する。手動運転モ
ードに設定されている場合はステップ１４ｂまたはステップ１５ｃに進み、手動運転モー
ドに決定されていない（非手動運転に決定されている）場合は、ステップ１３に進む。
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【０１５３】
　ステップ１３において、ユーザは、第１通信の詳細設定を行う。具体的には、「第１通
信を用いてモニタを行う」、「第１通信を用いて軸動作を行う」、「第１通信を用いて設
定を行う」のうち何れかを選択する。
【０１５４】
　制御部３３Ａは、ユーザにより「第１通信を用いて設定を行う」が選択されたと判断し
た場合、ステップ１４ａに進む。「第１通信を用いて設定を行う」が選択されない場合、
ステップ１４ａに進むことができない。第１通信を用いて設定を行うというユーザの意図
を確認することにより、ユーザが意図しない誤動作を防止するためである。
【０１５５】
　ステップ１４ａにおいて、ユーザは信号処理装置３９１（第１通信）を用いて、オート
セットアップ動作に関する設定や、その他の設定を行う。例えば、本実施形態では、オー
トセットアップ動作に関する設定として、押込み量が１ｍｍ、ストロークが１０ｍｍに設
定されている。設定された値は、記憶部３５に記憶される。
【０１５６】
　押込み量は、例えば、第２制御時に弾性体４１を収縮させる長さ（収縮量）とすること
ができる。また、押込み量は、例えば、第１制御により駆動部５０が停止した位置と、第
２制御により駆動部５０が停止した位置との差に対応する値としてもよい。
　また、押込み量は、第２駆動力（第２制御時に駆動部５０を駆動する力）で弾性体４１
を収縮させる長さとしてもよいし、第２制御時に駆動部５０が弾性体４１を収縮させて駆
動する量としてもよい。
　また、押込み量は、第１制御により駆動部５０が停止したときの駆動部５０の位置と、
第２制御により駆動部５０が停止したときの駆動部５０の位置との差に対応する値や、第
１制御により弁体７６が停止した位置と、第２制御により弁体７６が停止した位置との差
に対応する値や、第２制御時の駆動部５０の駆動量と弾性体４１の弾性力とにより定まる
値や、第２駆動力の大きさに応じた値や、第２駆動力の大きさと弾性体４１の弾性力とに
より定まる値とすることもできる。
【０１５７】
　本実施形態において、第１駆動力（第１制御時に駆動部５０を駆動する力）は、例えば
、力Ｆ０（図３に示した第１突起部５３１及び第２突起部５３２が弾性体４１を圧縮する
力）よりも小さい力が設定され、第２駆動力は、例えば、力Ｆ０よりも大きい力が設定さ
れている。
【０１５８】
　例えば、本実施形態では、弾性体４１の弾性力及び第２駆動力が予め定められているか
ら、ユーザが第１通信を用いて押込み量（１ｍｍ）を入力した場合、制御部３３Ａは、第
２制御時に駆動部５０
が弾性体４１を収縮させて１ｍｍ駆動するように制御し、弾性体４１が約１ｍｍ押し込ま
れる（圧縮される）。本実施形態では、弾性体４１が約１ｍｍ収縮するので、弁体７６は
殆んど移動しない（弁体７６が座面位置（１５ｍｍ）から下側停止位置（１５．１ｍｍ）
まで僅かに移動する）。
【０１５９】
　例えば、ユーザが第１通信を用いて押込み量（２ｍｍ）を入力した場合、第２制御時に
駆動部５０が弾性体４１を収縮させて２ｍｍ駆動するように制御し、弾性体４１がより強
い力で約２ｍｍ押し込まれる（圧縮される）。弾性体４１が約２ｍｍ収縮するので、弁体
７６は殆んど移動しない（弁体７６が座面位置（１５ｍｍ）から下側停止位置（１５．２
ｍｍ）まで僅かに移動する）。
【０１６０】
　本実施形態では、押込み量を設定したがこれに限定されるものではない。例えば、押込
み量に代えて、第２駆動力の大きさを設定する方法、第１駆動力及び第２駆動力の大きさ
を設定する方法等を採用してもよい。第２駆動力の大きさと押込み量とは比例関係がある
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からである。
【０１６１】
　ストロークは、例えば、図１６に示した座面位置（１５ｍｍ）を起点とした上方向の長
さである。本実施形態では、ストロークが１０ｍｍに設定されているから座面位置（１５
ｍｍ）から１０ｍｍだけ上側の位置である５ｍｍが上側停止位置となる。図１６に示した
実施形態では、弁体７６の位置を上側停止位置としたが、駆動部５０の位置や移動部６０
の位置等を上側停止位置として設定（規定）しても良い。
【０１６２】
　上側停止位置は、第１制御が完了した後であって第２制御が開始される前に弁体７６を
停止させる位置である。本実施形態において、制御部３３Ａは、第１制御（第１駆動力）
により弁体７６を座面位置（１５ｍｍ）に移動させた後、第１駆動力とは逆向きの力で弁
体７６を上側停止位置（５ｍｍ）に移動させ、その後、第２制御を開始する。
【０１６３】
　なお、ストロークの起点は、座面位置に限定するものではなく、例えば、下側停止位置
（１５．１ｍｍ）や下側最大位置（１８ｍｍ）等を起点にしてもよい。また、本実施例で
は入力されたストロークに基づいて上側停止位置（５ｍｍ）を設定する例を用いて説明し
たが、信号処理装置３９１（第１通信）、操作部３１０等を用いて上側停止位置（５ｍｍ
）を直接的に入力しても良いことは言うまでもない。
　また、ストロークは、第１制御により弁体７６が停止する位置と、第２制御が開始され
るとき（第２制御が開始される直前）の弁体７６の位置との差に対応する値であってもよ
い。また、ストロークは、第１制御により弁体７６が停止する位置と、通常制御が開始さ
れるとき（通常制御が開始される直前）の弁体７６の位置との差の２倍の値であってもよ
い。
【０１６４】
　ステップ１４ａで所定の設定がされた後、ステップ１５ａにおいて、ユーザは信号処理
装置３９１（第１通信）を用いてオートセットアップの実行を指示する。ステップ１６に
おいて制御部３３Ａは、設定された条件でオートセットアップを実行し、オートセットア
ップが完了すると通常制御が実行可能な状態になる（ステップ１７）。
【０１６５】
　上述したステップ１２において、制御部３３Ａが手動運転に決定されていると判断した
場合、制御部３３Ａは、ユーザにより操作部３１０、又は、スイッチ３７が操作されるま
で待機する。
　ユーザが操作部３１０を操作した場合、ステップ１４ｂに進み、制御部３３Ａは、操作
部３１０の操作に基づいてオートセットアップ動作に関する設定や、その他の設定を行う
。
【０１６６】
本実施形態では、操作部３１０を用いて、押込み量（１ｍｍ）及びストローク（１０ｍｍ
）が設定され、記憶部３５に記憶される。
【０１６７】
　その後、ステップ１５ｂにおいて、ユーザが操作部３１０（第２通信）を用いてオート
セットアップの実行を指示すると、制御部３３Ａは、設定された条件でオートセットアッ
プを実行する（ステップ１６）。
　なお、ステップ１４ｂで操作部３１０を用いた所定の設定がされる前に操作部３１０を
用いたオートセットアップの実行を指示があった場合、ステップ１４ｂをとばしてステッ
プ１５ｂを行ってもよい。この場合、所定の設定は、装置の工場出荷時に記憶部３５に予
め記憶させておくことが好ましい。
【０１６８】
　上述したステップ１２において制御部３３Ａが手動運転に決定されていると判断した後
、ユーザがスイッチ３７のオートセットアップボタン３７５を操作した場合、制御部３３
Ａはオートセットアップの実行を指示し（ステップ１５ｃ）オートセットアップが実行さ
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れる（ステップ１６）。
【０１６９】
　この場合、ユーザは手動運転に決定された後にスイッチ３７を用いてオートセットアッ
プ動作に関する設定等を行うことができないので、必要な設定（押込み量（１ｍｍ）及び
ストローク（１０ｍｍ））は、アクチュエータ２Ａの工場出荷時等に記憶部３５に予め記
憶させておくことが好ましい。
【０１７０】
　次に、図１６を参照して、本実施形態のオートセットアップの動作について詳細に説明
する。
【０１７１】
　例えば、本実施形態では、図１６に示すように、オートセットアップが実行される前、
弁体７６は開始位置（８ｍｍ）で停止している。上述したように、オートセットアップ動
作に関する設定として、押込み量（１ｍｍ）及びストローク（１０ｍｍ）が設定されてい
る。
【０１７２】
　オートセットアップが実行されると、制御部３３Ａが第１制御を開始し、弁体７６の位
置を開始位置（８ｍｍ）から座面位置（１５ｍｍ）に移動させる。仮に、弁体７６が下側
最大位置よりも上側の位置で停止せずに下側最大位置（１８ｍｍ）に到達した場合、異常
が疑われるのでエラー処理を行う。エラー処理としては、弁体７６（駆動部５０）の駆動
を停止する処理や、警告ブザー（図示せず）を鳴らす等の処理等を挙げることができる。
【０１７３】
　制御部３３Ａは、弁体７６が下側最大位置（１８ｍｍ）よりも上側で停止した場合、停
止位置を第１基準位置として記憶部３５に記憶する。本実施形態では、停止位置が座面位
置（１５ｍｍ）となっている。
【０１７４】
　その後、制御部３３Ａは、弁体７６（駆動部５０）が上側停止位置（５ｍｍ）で停止す
るように制御を行う。仮に、弁体７６（駆動部５０）が上側停止位置（５ｍｍ）に到達す
る前に停止した場合、異常が疑われるのでエラー処理を行う。
【０１７５】
　制御部３３Ａは、弁体７６が上側停止位置（５ｍｍ）に到達したことを検出した後、第
２制御を開始し、弁体７６が下側に移動する。仮に、座面位置（１５ｍｍ）に到達する前
に弁体７６（駆動部５０）が停止した場合、異常が疑われるのでエラー処理を行う。弁体
７６が下側最大位置よりも上側の位置で停止せずに下側最大位置（１８ｍｍ）に到達した
場合もエラー処理を行う。
【０１７６】
　制御部３３Ａは、弁体７６が座面位置（１５ｍｍ）と同じ位置又は座面位置より下側で
あって下側最大位置（１８ｍｍ）より上側の位置で停止したことを検出したとき、停止位
置を第２基準位置として記憶部３５に記憶する。本実施形態では、停止位置が下側停止位
置（１５．１ｍｍ）となっている。
【０１７７】
　その後、制御部３３Ａは、弁体７６を完了位置に向けて駆動させ、弁体７６が完了位置
に到達したことを検出した後、通常制御が実行可能な状態とする。本実施形態において、
完了位置は、座面位置（１５ｍｍ）から上方向にストローク（１０ｍｍ）の１／２だけ移
動した位置（１０ｍｍ）である。図１６に示した実施形態では、弁体７６の位置を完了位
置としたが、駆動部５０の位置や移動部６０の位置等を完了位置として設定（規定）して
も良い。
【０１７８】
　後述する通常制御は、完了位置（１０ｍｍ）から開始される。完了位置の設定方法は任
意であり、例えば、操作部３１０、信号処理装置３９１（第１通信）等を用いて完了位置
（１０ｍｍ）を直接的に入力しても良いことは言うまでもない。
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【０１７９】
　次に、図１５を用いて、オートセットアップの完了後に行われる通常制御の説明を行う
。通常制御でも、第１通信の詳細設定が所定の設定にされている場合のみ、各種制御を行
うことができる。ユーザのケアレスミスによる誤動作を防止するためである。
【０１８０】
　上述したように、図１４のステップ１６（オートセットアップ）が完了すると、通常制
御が実行可能な状態になり（ステップ１７）、ユーザが手動運転ボタン３７６を操作し、
手動運転モードまたは非手動運転モードに設定する。
【０１８１】
　図１５のステップ２１において制御部３３Ａは、手動運転モードに設定されていると判
断した場合はステップ２７に進み、手動運転モードに決定されていない（非手動運転に決
定されている）と判断した場合は、ステップ２２に進む。
【０１８２】
　ステップ２７において、制御部３３Ａは、第１通信の詳細設定を「第１通信を用いてモ
ニタを行う」に自動的に設定する。ステップ２８において、ユーザがスイッチ３７、又は
、操作部３１０を操作することにより、制御部３３Ａが所定の動作を行う。
【０１８３】
　例えば、本実施形態では、ユーザが上側駆動ボタン３７８ａ、下側駆動ボタン３７８ｂ
又は操作部３１０を用いて、駆動部５０を上側（－Ｘ方向側）又は下側（＋Ｘ方向側）の
位置に駆動する制御（軸動作）をすることができる。
【０１８４】
　ステップ２１で、非手動運転に設定されていると判断された場合、ユーザは、信号処理
装置３９１を用いて、第１通信（Ｍｏｄｂｕｓ通信）又は第２通信（４ｍＡ～２０ｍＡの
電流信号）を選択する。制御部３３Ａは、第１通信（Ｍｏｄｂｕｓ通信）が選択されてい
ると判断した場合はステップ２３に進み、第２通信（４ｍＡ～２０ｍＡの電流信号）が選
択されていると判断した場合はステップ２５に進む。
【０１８５】
　ステップ２３では、ユーザが第１通信の詳細設定を行う。第１通信の詳細設定が「第１
通信を用いて軸動作を行う」に設定されている場合はステップ２４に進み第１通信の詳細
設定が「第１通信を用いて軸動作を行う」に設定されていない場合は異常処理される。異
常処理は、例えば、駆動部５０を停止させる制御である。
　ステップ２４において、制御部３３Ａは、第１通信（信号処理装置３９１）の第１操作
信号Ｓ１１に基づいて、駆動部５０を上側（－Ｘ方向側）又は下側（＋Ｘ方向側）の位置
に駆動する通常制御（軸動作）をする
　ステップ２５では、ユーザが第１通信の詳細設定を行う。制御部３３Ａは、第１通信の
詳細設定が「第１通信を用いてモニタを行う」に設定されている場合はステップ２６に進
み第１通信の詳細設定が「第１通信を用いてモニタを行う」に設定されていない場合は異
常処理される。ステップ２６において、制御部３３Ａは、第２通信（制御機器３９２）の
第２操作信号Ｓ１２に基づいて、駆動部５０を上側（－Ｘ方向側）又は下側（＋Ｘ方向側
）の位置に駆動する通常制御（軸動作）をする
【０１８６】
　本実施形態では、図１３に示したように、第１通信モードに設定されている場合は、「
第１通信を用いて軸動作を行う」に設定されている場合のみ軸動作を行うことが可能であ
り、その他の設定では第１通信を用いて軸動作を行うことができない。
【０１８７】
　この場合、第２通信（制御機器３９２）、スイッチ３７及び操作部３１０の何れかから
制御信号が供給されても通常制御を行わないので、ユーザが意図しない誤動作を防止する
ことができる。
【０１８８】
　本実施形態では、第２通信モードに設定されている場合は、「第１通信を用いてモニタ
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を行う」に設定されている場合のみ、第１通信を用いてモニタを行い、第２通信を用いて
軸動作を行うことが可能であり、その他の設定では第２通信を用いて軸動作を行うことが
できない。この場合、第１通信（信号処理装置３９１）、スイッチ３７及び操作部３１０
の何れかから制御信号が供給されても通常制御を行わないので、ユーザが意図しない誤動
作を防止することができる。
【０１８９】
　本実施形態では、手動運転モードに決定されている（非手動運転に決定されていない）
場合、ユーザはスイッチ３７の上側駆動ボタン３７８ａ又は下側駆動ボタン３７８ｂを用
いて通常制御を行うことができる。この場合、流体制御機器は、第１通信（信号処理装置
３９１）及び第２通信（制御機器３９２）の何れかから制御信号が供給されても通常制御
を行わないので、ユーザが意図しない誤動作を防止することができる。
【０１９０】
　本実施形態では、非手動モード（手動運転に決定されていない）、かつ、設定モードに
設定されている場合、第１通信による設定動作（オートセットアップ、設定変更など）が
許容され、第２通信、手動操作による動作が許容されないので、ユーザが意図しない誤動
作を防止することができる。
【０１９１】
（第４実施形態）
【０１９２】
　図１７は第４実施形態の流体制御機器の記憶部に記憶された情報を説明するための図で
ある。以下の説明において、図１～図１６に示した構成と同様の構成には同一の参照符号
を付し、重複した説明を省略する。
【０１９３】
　本実施形態において、流体制御機器の制御部３３Ａ（図１１ご参照）の記憶部３５（図
１１ご参照）には、図１７に示す情報が記憶されている。なお、図１７は記憶部３５に記
憶されている情報の例示であり、これに限定されるものではない。
【０１９４】
　図１７において、年月日［年／月／日］及び時刻［時間／分／秒］は、情報が記憶され
た日時及び時刻の情報である。具体的には、図１７には、２０２０年１月１４日８時１６
分、２０２０年１月１５日８時１６分及び２０２０年１月１５日８時１７分に記憶された
情報が例示されている。なお、本実施形態では、１分間隔で情報が記憶されており、図１
７では１月１４日８時１７分から１月１５日８時１５分までの情報の図示が省略されてい
る。
【０１９５】
　積算通電時間［ｈｏｕｒ］は、電源ボタン３７１がオン状態にされている時間を積算し
たものであり、積算運転時間［ｈｏｕｒ］は、機構部３４及び駆動部５０の少なくとも一
方が駆動している時間を積算したものである。積算運転距離［ｍ］は、駆動部５０、移動
部６０又は弁体７６の移動した距離を積算したものである。
【０１９６】
　モータ起動回数［回］は、機構部３４のモータ又は駆動部５０が起動した回数を積算し
たものであり、モータ反転回数［回］は、機構部３４のモータ又は駆動部５０の駆動方向
が反転した回数を積算したものであり、モータリトライ回数［回］は、機構部３４、駆動
部５０、移動部６０又は弁体７６が異常停止した後にモータを起動させた回数の積算値で
ある。
【０１９７】
　１分毎の運転比率［％］は、直近の１分間においてモータが駆動している時間［秒］／
６０［秒］×１００［％］である。
【０１９８】
　過頻度運転回数［回］は、過頻度運転がされた回数を積算したものである。過頻度運転
とは、例えば、モータの起動と停止とが短時間に行われる運転である。本実施例では、例
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えば、デューティー５０％未満の運転を過頻度運転としている。
【０１９９】
　開度２５％未満の割合［％］は、開度２５％未満であった時間［ｈｏｕｒ］／積算通電
時間［ｈｏｕｒ］×１００［％］であり、開度２５％～５０％の割合［％］は、開度２５
％～５０％であった時間［ｈｏｕｒ］／積算通電時間［ｈｏｕｒ］×１００［％］であり
、開度５０％～７５％の割合［％］は、開度５０％～７５％であった時間［ｈｏｕｒ］／
積算通電時間［ｈｏｕｒ］×１００［％］であり、開度７５％以上の割合［％］は、開度
７５％以上であった時間［ｈｏｕｒ］／積算通電時間［ｈｏｕｒ］×１００［％］である
。
【０２００】
　ロック情報［０－２］は、モータのロック状態に関する情報である。正常時は０が記憶
され、駆動部５０を上側（－Ｘ方向側）の位置に駆動させるようにモータが駆動している
ときにロックした場合には１が記憶され、駆動部５０を下側（＋Ｘ方向側）の位置に駆動
させるようにモータが駆動しているときにロックした場合には２が記憶される。
【０２０１】
　記憶部３５は、制御部３３Ａのマイクロコンピュータ等に接続されているので、図１７
に示した情報は、必要に応じてマイクロコンピュータで処理される。マイクロコンピュー
タは、図１７に示した情報を処理することにより、オートセットアップ制御や通常制御を
より最適化しても良いし、図１７に示した情報を用いて流体制御機器１Ａの故障診断をし
てもよい。また、マイクロコンピュータは、図１７に示した情報を第１端子３８１から信
号処理装置３９１に出力し、信号処理装置３９１を用いて流体制御機器１Ａの故障診断を
行っても良い。
【０２０２】
　具体的には、例えば、制御部３３Ａのマイクロコンピュータは、モータ起動回数［回］
やモータ反転回数［回］に基づいて、マイクロコンピュータの制御（例えば、ＰＩＤ制御
（Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　、ＰＩＤ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ））が適正であるか否かを判断し、制御のパラメー
タを自動調整することができる。制御のパラメータが不適切であれば、モータ起動回数や
モータ反転回数が増加するからである。
【０２０３】
　また、例えば、年月日の情報と、モータ起動回数やモータ反転回数の情報とを関連付け
て制御が適正であるか否かを判断してもよい。日付が新しくなるほどモータ起動回数やモ
ータ反転回数が増加していれば、経年劣化による異常であると判断できるからである。
【０２０４】
　制御部３３Ａのマイクロコンピュータは、開度の割合［％］に基づいて、マイクロコン
ピュータの制御が適正であるか否かを判断し、制御のパラメータを自動調整してもよい。
所定の開度である時間が異常であれば、制御のパラメータが異常である可能性があるから
である。
【０２０５】
　制御部３３Ａのマイクロコンピュータは、モータリトライ回数や、１分毎の運転比率や
、過頻度運転回数や、ロック情報等を解析し、ディスプレイ等の報知手段（図示せず）を
用いて装置の異常を報知してもよい。１分毎の運転比率、過頻度運転回数、ロック情報等
には、異常の判断に役立つ情報が含まれているからである。
【０２０６】
　制御部３３Ａのマイクロコンピュータは、積算通電時間や、積算運転時間等を用いて装
置の部品の交換時期等を報知してもよい。これらの情報には、部品の交換時期等の判断に
役立つ情報が含まれているからである。
【０２０７】
　上述した各実施形態の構成は互いに組み合わせることができる。上記では、種々の実施
の形態及び変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。例え
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ば、上述した各実施形態の構成を互いに組み合わせたもの、本発明の技術的思想の範囲内
で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２０８】
　本発明によれば、好適な制御を実現できるアクチュエータ、及び、流体制御機器を提供
することができる。
【符号の説明】
【０２０９】
３２　　検出部
３３Ａ　　制御部
４０　　弾性部
５０　　駆動部
６０　　移動部
３５　　記憶部
３７　　スイッチ
【要約】
【課題】好適な制御を実現できるアクチュエータ、及び、流体制御機器を提供する。
【解決手段】
　駆動部（５０）を第１駆動力で駆動する第１制御と、駆動部を第１駆動力よりも強い第
２駆動力で駆動する第２制御とが可能な制御部（３３Ａ）と、所定方向に移動できる移動
部（６０）と、駆動部から第１駆動力及び第２駆動力の少なくとも一方が供給され、移動
部が移動するための力を移動部に供給する弾性部材（４０）と、弁体を有するバルブ装置
に取付けられた後に行われる設定動作に関する情報を記憶する記憶部（３５）と、設定動
作を開始させるための開始スイッチ（７２）とを有するアクチュエータ。
【選択図】図１１
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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